
四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。  

  平成３０年３月２３日 

                      四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第２号 

四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例  

四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年四日市市条

例第２３号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 

別表（第１条、第２条関係） 

区分 報酬の額 費用弁償の額 

（略） 

認定こども園 （略） 

嘱託歯

科医師 

（略） 

嘱託薬剤師 年額 ６０，０００円 同 

 （略） 

学校保健安全

法（昭和３３

年法律第５６

号）による 

（略） 

学校薬

剤師 

小学校及

び中学校 

年額 １５４，２００円 同 

幼稚園 同 ６０，０００円 同 

 （略） 

 備考 （略） 

 

改正前 

別表（第１条、第２条関係） 

区分 報酬の額 費用弁償の額 

（略） 

認定こども園 （略） 

嘱託歯

科医師 

（略） 



 （略） 

学校保健安全

法（昭和３３

年法律第５６

号）による 

（略） 

学校薬

剤師 

基本額 年額 １５４，２００円 同 

兼務手当 年額 ２校（園）以上を兼

務している場合は、１校（

園）を加えるごとに６０，

０００円を加算する。 

 （略） 

 備考 （略） 

 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（総務部人事課） 


